
用途廃止申請の流れ

≪１．事前調査≫

≪２．用途廃止申請≫

用途廃止

申請不可

2次審査様式

の提出を連絡

総合的に審査

用途廃止事前調査依頼

市による第１次審査（現地調査）

市による第２次審査（利用状況調査）
『用途廃止に関する利用状況の確認書』

（自治会長から利用状況の確認）

『利害関係人の同意書』

（水利組合・土地改良区の代表者の同意）

事前調査結果を通知

用途廃止

申請可

売払へ

用途廃止決定

用途廃止申請書提出
（法定（外）公共物の用途廃止事前調査依頼及び用途廃止申請時の留意事項に基づき作成すること）

※隣接土地所有者等の境界，用途廃止及び売払等に関する同意書の取得は用途廃止申請の要件である。

申請書類の審査

用途廃止

申請不可


